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○虚偽の自白がされる原因は、臺案ごと'三橇
り、_室概にお答えすることは困難である。
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○その上で、過去に

を通じて把握された取調べにおける問題点として
は、例えば、

. 取調べを行った警察官や検察官が諺宴酌な聴取
を行ったとうかがわれること

・ 被疑者Q性路篝によっては皇_犯人垂進uのに、
趨像1皇よ_lL_自ら擢駿哩笙_と通過量力lQように
懲述L.tL圭量_場宣力迩_u得ることへの配慮が
足りなかったこと

. 取調べを行った栓塞官にあいて、薑霊室の供述

いことを十分に理

解してもらう_配慮を怠ったこと

･ 取調べにおいて、細心Q注意を払い塁様々な角
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だったこと

などが挙げられているものと承知している。

○検察当局においては、 これまでに把握された問題
点を共 するとともに、 「 察の理念 _にもあると
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取調べにおいては、■

王の保そ‘'’爪C

必要な配慮をL

めること

などを通じ、事案

承知してい毫呈」
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事案の真相の解明に努めているものと

（参考1）いわゆる

○氷見事件

「既に指摘した

いわゆる氷見事件及び足利事件の検証結果 (抜粋）

刑LC

A氏の自白 の信用性については慎重に検討する必要が沙

産。したがって、A氏の取調べに際しては、細心の注意を払

l△_撞全_な負瞳ﾐｰら間l△を発丈重挫自L工J宴重1三心証塗髭
成i三量必要迩迦2-迄｡検察官は、最初に逮捕した第2事件に

ついて、A氏をいったん処分保留で釈放していることから、
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自白の信用性について一応慎重に検討したことが窺われる

が、最終的にはA氏を各事件で公判請求しており、A氏が自

拠したうらみがある。 」

されていた｢A氏に対して相当程度誘導的な取調べがな

可能性があったところ、検察官に菫いて､そい息に士分留意

LたとはいえなLoまた、検察官によるA氏の取調べにおい

ても、A氏が積極的に犯行状況について供述するのではな

く、検察官がA氏を誘導することにより供述を得ていたこと

迩窺ｵｭれる。 」

○足利事件（注：原文は元被告人の氏名が実名で記載）

「主任検事は､警察の内偵捜査によりB氏の性格等に関す

る情報を把握していたのであるから、B氏の取調べに当たっ

ては､既に警察で供述している内容を否定しても全く差し支

えないこ とを十分に理解して った上で、 B氏が自らの記

億をたどって自らの言葉で供述するところを十分な時間を

かけて聴取した上で､警察で得られている自白についてその

信用性を慎重に吟味・検討すべきであった。 」

「なお、主任検事は、自白に信用性があると判断した理由

の一つとして､勾留の早い段階から弁護人が選任され接見が

重ねられている中で､B氏が自白を維持していたことを重視

していたとも思われるが､単に弁護人が選任され接見がなさ

れていることに気を許すことなく、被疑者の性格等によって

跳一犯人ではな』QQiS…気捷ちにな2工想像上_具控

的な臺実閨侭_臺皇ha_廷璽揚l星臨場L二豆経詮_l=迄三_上皇重塑
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るかのように供述してしまう被疑者があり得ることに思い

を致し、これらに配慮した取調べをf重_量 とともに、なされた

自白の信用性等についても冷静かつ慎重に吟味二検討を尽く

すべきであった。 」

（参考2） 『検察の理念」 （抜粋）

s無実の者を罰し、あるいは、真犯人を逃して処罰を免れさ

せることにならないよう、知力を尽くして、事案の真相解明

に取り組む。

4被疑者。被告人等の主張に耳を傾け、積極･消極を問わず

十分な証拠の収集。把握に努め、冷静かつ多角的にその評価

を行う。

5取調べにおいては､供述の任意性の確保その他必要な配慮

をして、真実の供述が得られるよう努める。

【責任者：刑事局刑事課関課長内線■■携帯 |】
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